
四日市市契 約 施 行 規 則の 一 部を改正する規則をここに公布する。  

  令和８年 ５月 ２ ９ 日  

四日市市長   森   智  広  

 

四日市市規 則 第５ ２ 号  

   四日 市 市契 約 施 行 規 則の一部を改正する規則  

 四日市市契 約 施 行 規 則 （ 昭 和３９年四日市市規則第１２号） の一部を 次の

ように改正 す る。  

 

改正後 改正前 

（部分払） （部分払） 

第３４条 （略） 第３４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 部分払の支払は、市長が特に定めた

もののほか、次の表に定めるとおりと

する。ただし、前金払のあったものに

ついては、それぞれ部分払回数を１回

減ずるものとする。 

３ 部分払の支払は、市長が特に定めた

もののほか、次の表に定めるとおりと

する。ただし、前金払のあったものに

ついては、それぞれ部分払回数を１回

減ずるものとする。 

契約金額 部分払回数 

１５０万円を超えるも

のから３００万円未満 

１回 

３００万円以上１，０

００万円未満 

２回以内 

１，０００万円以上

３，０００万円未満 

３回以内 

３，０００万円以上

５，０００万円未満 

４回以内 

５，０００万円以上

７，０００万円未満 

５回以内 

７，０００万円以上 ６回以内 
 

契約金額 部分払回数 

１００万円以上３００

万円未満 

１回 

３００万円以上１，０

００万円未満 

２回以内 

１，０００万円以上

３，０００万円未満 

３回以内 

３，０００万円以上

５，０００万円未満 

４回以内 

５，０００万円以上

７，０００万円未満 

５回以内 

７，０００万円以上 ６回以内 
 



    

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の四日市市契約施行規則は、この規則の施行の日以後に公告又は指名す

る契約から適用し、同日前に公告又は指名する契約については、なお従前の例に

よる。 

（総務部調達契約課） 

 


